
 

 

動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
及
び
経
過
措
置

に
関
す
る
政
令
要
綱 

第
一 

動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正 

一 

動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
三
十
九
号
。
以
下
「
改
正
法
」 

と
い
う
。
）
に
よ
る
改
正
後
の
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
五
号
。
以
下
「
新
法
」 

と
い
う
。
）
第
二
十
一
条
の
五
第
一
項
の
「
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
取
扱
い
」
と
し
て
、
動
物
を
譲
り
受
け
て
そ
の
飼
養 

を
行
う
こ
と
を
定
め
る
こ
と
。 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
第
一
条
関
係
） 

二 

新
法
第
二
十
五
条
の
二
に
お
い
て
、
新
た
に
特
定
動
物
の
愛
玩
目
的
で
の
飼
養
又
は
保
管
が
禁
止
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、 

動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
第
二
十
六
条
第
一
項
の
特
定
動
物
の
定
義
に
係
る
規
定
が
同
法
第
二
十
五
条
の
二 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

に
規
定
さ
れ
た
た
め
、
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
五
十
年
政
令
第
百
七
号
）
第
二
条
に
お
い 

て
当
該
改
正
に
伴
う
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
第
一
条
関
係
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

第
二 

中
小
企
業
等
経
営
強
化
法
施
行
令
の
一
部
改
正 

 
 

改
正
法
の
施
行
に
伴
い
、
中
小
企
業
等
経
営
強
化
法
施
行
令
（
平
成
十
一
年
政
令
第
二
百
一
号
）
に
つ
い
て
規
定
の
整
備



 

 

を
行
う
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（
第
二
条
関
係
） 

第
三 
特
定
動
物
の
飼
養
又
は
保
管
の
許
可
に
関
す
る
経
過
措
置 

 

一 

特
定
動
物
が
交
雑
す
る
こ
と
に
よ
り
生
じ
た
動
物
が
新
た
に
規
制
対
象
と
な
る
こ
と
に
伴
い
、
改
正
法
の
施
行
日
前
に

許
可
申
請
で
き
る
こ
と
と
し
、
ま
た
、
都
道
府
県
知
事
は
、
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
改
正
法
の
施
行
日
前
に
お
い

て
も
、
許
可
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
三
条
関
係
） 

 

二 

改
正
法
の
施
行
日
前
に
お
い
て
新
法
第
二
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
目
的
以
外
の
目
的
で
交
雑
し
た
動
物
の
飼
養
又

は
保
管
を
行
っ
て
い
る
者
に
対
す
る
措
置
と
し
て
、
必
要
な
読
替
規
定
を
措
置
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
者
が
改
正
法
の

施
行
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
そ
の
許
可
の
申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
、
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
許
可
の

申
請
が
あ
っ
た
場
合
の
都
道
府
県
知
事
に
よ
る
許
可
に
つ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

 
 

（
第
三
条
関
係
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

第
四 

施
行
期
日 

 
 

こ
の
政
令
は
、
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日（
令
和
二
年
六
月
一
日
）

か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
第
三
に
係
る
規
定
は
、
同
年
三
月
二
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
附
則
関
係
） 


